
四国国際物流戦略チーム設立に向けた経緯

平成１７年４月に 「国際物流施策推進本部 （本部長：国土交通事、 」

務次官）において「今後の国際物流施策の課題」が取りまとめられ、

この中で『地域の実情に応じた国際物流のボトルネック解消に向けた

対応と効率的な新しい物流システムの構築のため 、各地域ブロックに』

おける「国際物流戦略チーム」の設立の必要性が提言されたところ。

提言内容より抜粋

本省のみならず、地方局においても、各地域の荷主企業、物流企業、経

済団体、地方公共団体、ＣＩＱ部局等の実務者と連携した上での取り組み

強化が重要である。このため、主要港湾・空港を抱える地域ごとに、これ

らメンバーが一体となって国際物流の効率化方策の検討を行う「国際物流

戦略チーム」を設置する必要がある。

その後、平成１７年１１月に閣議決定された「総合物流施策大綱(20

05－2009 」においても、国際物流に係る地域における推進体制として）

「国際物流戦略チーム」の設置が盛り込まれたところである。

また、平成17年10月12日に開催された四国経済連合会と国土交通省

幹部との懇談会において 「四国国際物流戦略チーム」の設置に向けた、

検討を行うことが確認され、これを受け、これまでに開催された「四

国の港湾物流を考える勉強会 、及び「四国港湾物流検討委員会」等を」

踏まえ 「四国国際物流戦略チーム 第１回幹事会」を平成18年3月30、

日に開催し、本部会合の開催について確認したところである。

四経連、商工会議所、
港運・倉庫、陸運、
内航海運 等

産

大学・研究機関等、
経済・物流の学識経験者

学
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本部：代表者により構成、戦略に関する意志決定

幹事会：実務担当部門代表者（産）、部長クラス（官）などにより構成
戦略を検討（ヒアリング、意見交換等を随時実施）
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第１回本部会合開催からこれまでの経緯 

 
 
 
 

＜第１回ＷＧ＞ 

平成 18 年 7 月 25 日 

 
【事務局説明内容】 

・ＷＧの設置について 
・施策骨子案 
・ヒアリング実施計画 
 

【主な意見等】 

・荷主に四国の港を使ってもら

うことが重要 

・物流活動のなかで、どの部

分がボトルネックとなってい

るかヒアリングによって把握

することが有効 

・荷主はサービスの内容で利

用を判断する。 
・すべての顧客の満足は無

理。 
 

民間事業者 22 社に対する追加ヒアリング 8 月～11 月 
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＜第２回ＷＧ・勉強会＞ 

平成 18 年 12 月 15 日 

 
【事務局説明内容】 

・戦略提言 骨子（案） 
・国際物流戦略の考え方 
・ヒアリング結果 
 

【主な意見等】 

○四国の独自性を検討し、戦略として 

まとめるべき 

○四国の国際物流は比較劣位にある 

という認識から議論を始めるべき 

○誰に対する戦略なのかを明確に 

 

○四国の特徴をしっかり把握する必要 

がある。強み、弱みの整理を 

 

○当面の課題、中長期的な課題、重 

要な施策に絞っていき四国が埋没し 

ないような特徴づけを 

事務局における対応 

 
○ 提言を「魅力の向上」と

「非効率の解消」の２本

柱として整理し、戦略実

施の関係者を整理 

（提言は国際物流戦略の

キックオフ） 

 

○四国の強み、弱みを整

理（資料 2-1 及び 2-2） 

 

○実施時期、重点施策を

整理（資料2-1及び2-2）

第１回本部会合 

平成 19 年 6 月 23 日 

 
【事務局説明資料】 

・設置要綱、スケジュール 
・四国の国際物流の現状と課題

について 
 

【主な意見等】 

・四国の強み、弱みを考慮する

必要がある 

・四国は全体量がそもそも少な

い。他地域との連携も必要。 

・利用者の声を的確に反映させ

るべき 

・個別具体の政策主体を明確に 

・総合物流施策大綱で踏み込み

が不十分であるため、更なる

検討を行うこと 

・民の経済活動あっての国際物

流であるため荷主、物流事業

者等が一体となって推進す

ること 
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